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１ 特定事業計画の作成・更新について 

 

（１）地区別計画の位置づけ 

特定事業とは、地区別計画で定めた重点整備地区における生活関連施設や生活

関連経路等を対象に、各施設管理者がバリアフリー化に取り組む事業のことをい

います（バリアフリー法第２条第２５号）。 

地区別計画で示した特定事業を計画的かつ着実に実施するため、実施する事業

の内容や予定期間等を示す具体的な計画として、特定事業計画を平成３０年８月

に策定しました。 

 今般、特定事業計画に記載のある事業について、実施状況を調査し、特定事業

計画の時点更新を行います。 

 

特定事業計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（通称「バリアフリー法」） 

足立区バリアフリー基本構想 

区役所周辺地区の特定事業計画 

足立区バリアフリー推進計画 

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
重
点
的
か
つ
面
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

足立区バリアフリー地区別計画（区役所周辺地区編） 

公共交通特定事業（バリアフリー法第２８条） 
・公共交通事業者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

道路特定事業（バリアフリー法第３１条） 
・道路管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

交通安全特定事業（バリアフリー法第３６条） 
・公安委員会が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

都市公園特定事業（バリアフリー法第３４条） 
・公園管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

建築物特定事業（バリアフリー法第３５条） 
・建築物の所有者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 
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（２）特定事業計画の記載内容 

特定事業計画では、事業の種類ごとに以下の内容について記載します。 

ア 整備対象 

イ 事業主体 

ウ 事業区間・延長（※道路特定事業のみ） 

エ 事業内容 

オ 事業量・事業費 

カ 実施予定期間 

キ 事業実施に際し配慮すべき事項 

ク 事業実施位置図 

 

２ 事業ごとの取り組み方針 

（１）公共交通特定事業 

ア ホームからの転落を防ぐため、ホームドア等を設置します。  

 

（２）道路特定事業 

ア 路面の平坦性、適切な段差や勾配の確保など、高齢者、障がい者、子ども、

子育て中の方等が安全で快適に移動できる構造とします。 

イ 視覚障がい者が安全かつ円滑に移動できるように、歩道の幅員及び視覚障が

い者の動線を考慮して、視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 

ウ 歩道幅員が狭小な箇所や路側帯について、他企業と協議し、電柱移設等に向

けて検討します。 

 

（３）交通安全特定事業 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置に合わせて、音響式信号機やエスコートゾ

ーンを設置します。 

イ 高輝度な道路標識及び道路標示の設置に関する事業を実施します。 

 

（４）都市公園特定事業 

ア 主な園路は、路面の平坦性の確保など、高齢者、障がい者、子ども、子育て

中の方等が安全で快適に移動できる構造とします。 

イ トイレは、高齢者、障がい者、子ども、子育て中の方等が利用できるように、

「だれでもトイレ」の設置を進めます。  

ウ 視覚障がい者が安全かつ円滑に移動できるように、主な出入口から「だれで

もトイレ」までの経路等に、視覚障がい者の動線を考慮して、視覚障害者誘導

用ブロックを設置します。 
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（５）建築物特定事業 

ア 道路等から主要な出入口、施設内の受付や案内所等まで、バリアフリー化さ

れた経路を確保するとともに、視覚障害者誘導用ブロックを設置します。 

イ 駐車場には、障がい者等の乗降に配慮した駐車スペースを確保します。  

ウ 施設内において、通路幅員の確保、エレベーターの整備、階段段鼻の視認性

の改善など、高齢者、障がい者、子ども、子育て中の方等が円滑に水平・垂直

移動できるように配慮します。  

エ 受付や窓口カウンターは、その一部を車椅子使用者が利用できる構造とする

とともに、筆談用具を準備し、その旨を見やすい位置に表示します。  

オ トイレは、高齢者、障がい者、子ども、子育て中の方等が利用できるように、

多機能化を進めます。  

カ 子育て中の方が多く利用する施設では、乳幼児連れの方が授乳やおむつ交換

をできる場所を確保します。  

キ だれに対しても、わかりやすい案内表示を設置します。 

ク バス乗り場及びタクシー乗り場まで円滑に移動できるようにするとともに、

わかりやすい案内表示を設置します。 

 

（６）その他の事業 

ア 生活関連経路上にあるバス停の案内表示は、見やすく、わかりやすいものに

します。 

イ 生活関連経路上にあるバス停には、空間が確保できる場合、上屋やベンチを

設置します。 

ウ 道路管理者は、歩行空間の機能を十分に維持・保全するため、商品のはみ出

し陳列や看板等の設置など、不法占用物に対する移動・撤去等の指導を行いま

す。  

エ 足立区は、自転車利用に関するルールを周知し、区民のマナーの向上を図り

ます。  

オ 足立区は、医療機関、商業施設、金融機関の施設管理者に対して、バリアフ

リー化への協力を呼びかけます。  

カ 医療機関、商業施設、金融機関の施設管理者は、高齢者、障がい者、子ども、

子育て中の方等の要望を積極的に取り入れ、バリアフリー化の推進に努めます。  

キ 公共交通事業者及び施設管理者等は、高齢者、障がい者等に対する適切な対

応及び必要な介助等を行うための知識と技術の向上を図るため、職員・従業員

等に対する教育の充実を図ります。  

ク 区民は、視覚障害者誘導用ブロック、だれでもトイレ、障がい者用の駐車ス

ペースなど、必要としている人が利用できるように、ルールを守り、マナーの

向上に努めます。 

ケ 区民は、高齢者、障がい者、子ども、子育て中の方等への接し方や支援の方

法を取得し、理解と協力を深めます。  
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３ 特定事業計画の作成状況（令和７年３月更新） 

 

（１）公共交通特定事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

梅島駅 東武鉄道 

株式会社 

鉄道事業本部 

施設部 

機会 ○ 実施済み 

五反野駅 機会 ○ 実施済み 

 

（２）道路特定事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

国道４号 国土交通省 
東京国道事務所 

交通対策課 
短・長 ○ 実施済み 

都道３１８号線 

（環七通り） 
東京都 

第六建設事務所 

補修課 
長 ○ 継続 

環七南通り 

（補助第１３８号線） 
東京都 

第六建設事務所 

工事課 
事業中 － 事業中 

五反野３５０ 

足立区 道路整備課 

機会 －  

足立３６ 機会 ○ 実施済み 

五反野１６８ 機会 ○ 実施済み 

五反野１１１ 機会 －  

足立３７ 機会 －  

梅島３７０ 機会 －  

足立３１ 機会 ○ 実施済み 

梅島２２４ 機会 －  

梅島２３５ 機会 〇 実施済み 

足立３５ 機会 〇 実施済み 

花畑大橋通り 

（補助第２５６号線） 
機会 ○ 継続 

 

（３）交通安全特定事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

重点整備地区内 
東京都公

安委員会 

警視庁交通部 

交通規制課 
機会 ※ ※ 

※ 平成３０年３月に作成した交通安全特定事業計画に基づき継続して事業を実施しております。 

今後、基本構想（バリアフリー地区別計画）の改定があった場合は改定後の基本構想に即して交

通安全特定事業計画を適宜見直しいたします。 
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（４）都市公園特定事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

ベルモント公園 

足立区 
パークイノベー

ション推進課 

短・機会 ○ 実施済み 

青井ふれあい公園 短 ○ 実施済み 

梅島公園 短 ○ 実施済み 

 

（５）建築物特定事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

足立区役所 

足立区 

交通対策課・ 

庁舎管理課 
短・機会 ○ 継続 

エル・ソフィア 

生涯学習支援課 

短・機会 ○ 継続 

中央本町地域学習 

センター 
短・機会 ○ 実施済み 

中央本町住区 

センター 
住区推進課 

短・機会 ○ 実施済み 

栗島住区センター 短・機会 ○ 実施済み 

梅島住区センター 短 ○ 継続 

梅田図書館 中央図書館 機会 ○ その他 

足立保健所 生活衛生課 短・機会 ○ 継続 

足立福祉事務所 生活支援推進課 短・機会 ○ 実施済み 

 

（６）その他の事業 

整備対象 事業主体 担当所管 目標時期 
特定事業計画 

（更新） 
進捗 

バス停 
バス事業者 

道路管理者 

東京都交通局 機会 ○ 継続 

東武バスセント

ラル 
機会 －  

道路管理者 機会 －  

 

 

※目標時期 

短：おおむね５年（２０２２年３月）以内に事業完了を目標に実施する事業 

長：おおむね１０年（２０２７年３月）以内に事業完了を目標に実施する事業 

機会：実施する時期は特定できないが、実施する必要がある事業 
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４ バリアフリー地区別計画（区役所周辺地区編）特定事業計画【当初策定：平成３０年８月】実施状況 

（1） 公共交通特定事業計画  ２施設中 実施済み２施設 （実施率 100％） 

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業量 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 

 梅島駅 ①ホームドアの設置 1式 
東武鉄道 

株式会社 

機会を捉えて 
令和６年度 
（更新後） 

実施済み 

 五反野駅 ①ホームドアの設置 1式 機会を捉えて 
令和５年度 
（更新後） 

実施済み 

 
 
 

（2） 道路特定事業計画  路線延長 約 3,540ｍ中 実施済み約 1,550ｍ （実施率 43.8％） 

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 路線延長 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 
 

国道４号 
①歩道の段差・勾配の改善 

約 900ｍ 国土交通省 
短期 継続 実施済み 

 ②歩行空間の平坦性の確保 短期・長期 継続 実施済み 

 

環七通り 

①歩道の段差・勾配の改善 

約 1,150ｍ 東京都 

長期 令和９年度 
（更新後） 

継続（計画を一部変更して実施中） 

 ②視覚障がい者誘導用ブロックの設置 長期 令和９年度 
（更新後） 

継続（計画を一部変更して実施中） 

 

足立 31号 
①歩道の段差・勾配の改善 

約 530ｍ 

足立区 

短期・長期 令和２年度 実施済み 

 ②視覚障がい者誘導用ブロックの設置 短期・長期 令和２年度 実施済み 

 足立 36号 ①視覚障がい者誘導用ブロックの設置 約 120ｍ 機会を捉えて 平成 29年度 実施済み 

 

花畑大通り 

（補助 256号線） 

①用地測量 

約 840ｍ 

- 平成 30年度 実施済み 

 ②用地取得 - 令和 6年度 
（更新後） 

継続（計画を一部変更して実施中） 

 ③道路整備（両側歩道 3m、車道 9m) - 令和 15年度 
（更新後） 

未着手 

 
 
 

（3） 交通安全特定事業計画      

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 
 

重点整備地区内 

①信号機の改良 （音響機能の整備） 

東京都公安

委員会 

順次 令和８年度 継続（概ね計画通り実施中） 

 ②横断歩道の整備 順次 令和８年度 実施済み 

 ③道路標識及び道路標示の設置に関する事業 
 ※ エスコートゾーンの整備を含む 

順次 
必要に応じて 令和８年度 継続（概ね計画通り実施中） 

 ④違法駐車の防止のための事業 順次 令和８年度 継続（概ね計画通り実施中） 
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（4） 都市公園特定事業計画  ３施設中 実施済み３施設 （実施率 100％） 

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業量 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 
 

ベルモント公園 

①トイレ改修（オストメイト、誘導等） 2か所 

足立区 

短期 平成 31年度 実施済み 

 ②出入口の改修 7か所 短期 平成 31年度 実施済み 

 ③園路と広場の段差解消 1式 短期 平成 31年度 実施済み 

 ④水飲み取替え 1か所 短期 平成 31年度 実施済み 

 

青井ふれあい 

      公園 

①トイレ改修（オストメイト、誘導等） １か所 短期 令和 2年度 実施済み 

 ②出入口改修 ４か所 短期 令和 2年度 実施済み 

 ③階段誘導ブロック等設置 ５か所 短期 令和 2年度 実施済み 

 ④園路手摺設置 ２か所 短期 令和 2年度 実施済み 

 ⑤スロープ改修 １か所 短期 令和 2年度 実施済み 

 ⑥ベンチ改修 １式 短期 令和 2年度 実施済み 

 ⑦水飲み取替え １基 短期 令和 2年度 実施済み 

 

梅島公園 

①トイレ改修（オストメイト、誘導等） 1か所 短期 平成 31年度 実施済み 

 ②出入口改修 3か所 短期 平成 31年度 実施済み 

 ③ベンチ取替え 1か所 短期 平成 31年度 実施済み 
 

 
 

（5） 建築物特定事業計画  ９施設 45項目中 実施済み 21項目 （実施率 46.7％） 

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業量 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 
 

足立区役所 

①バス乗り場及びタクシー乗り場の案内の改善 1基 

足立区 

短期 令和 2年度 実施済み 

 ②タクシー乗り場の段差の解消 1か所 機会を捉えて 平成 31年度 実施済み 

 ③障がい者等用の駐車スペースの改善 1か所 短期 平成 29年度 実施済み 

 ④ロータリー前のだれでもトイレの改善 1か所 短期 平成 30年度 実施済み 

 ⑤トイレへの蝕知案内図等の設置 1か所 短期 令和 7年度 継続（計画を一部変更して実施中） 

 ⑥視覚障がい者誘導用ブロックの改善 3か所 短期 平成 30年度 実施済み 

 

エル・ソフィア 

①敷地内通路等の通行動線上にある溝蓋の改善 3か所 短期 平成 29年度 実施済み 

 ②洋式トイレの増設 16基 機会を捉えて 令和 6年度 実施済み 

 ③だれでもトイレの改善 1箇所 機会を捉えて 未定 未着手 

 ④オストメイト対応トイレの設置 1基 機会を捉えて 未定 未着手 

 ⑤トイレ内への折りたたみ式大型ベッドの設置 1台 機会を捉えて 未定 未着手 

 ⑥トイレへの触知案内図等の設置 4箇所 機会を捉えて 未定 未着手 

 ⑦視覚障がい者誘導用ブロックの設置 33m 機会を捉えて 未定 未着手 

 

中央本町地域 

学習センター 

①視覚障がい者誘導用ブロックの設置 4.5m 機会を捉えて 
令和 6年度 
（更新後） 

実施済み 

 ②受付の案内サインの改善 未定 短期 平成 31年度 実施済み 

 ③筆談用具の準備とその表示の設置 1か所 短期 平成 29年度 実施済み 
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 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業量 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 

 

中央本町 

住区センター 

①だれでもトイレの設置 - 

足立区 

機会を捉えて 
令和 6年度 
（更新後） 

実施済み 

 ②授乳・おむつ交換スペースの確保 - 機会を捉えて 
令和 6年度 
（更新後） 

実施済み 

 ③筆談用具の設置 1個 短期 平成 29年度 実施済み 

 

栗島住区センター 
①視覚障がい者誘導用ブロックの設置 - 短期 平成 28年度 実施済み 

 ②筆談用具の設置 1個 短期 平成 29年度 実施済み 

 

梅田図書館 

①新築・解体設計委託 1館 機会を捉えて 未定 その他 

 ②解体工事 1館 機会を捉えて 未定 その他 

 ③新築工事 1館 機会を捉えて 未定 その他 

 

梅島住区センター 

①出入り口部の段差の解消 - 機会を捉えて - 未着手 

 ②エレベーターの設置 - 機会を捉えて - 未着手 

 ③だれでもトイレの設置 - 機会を捉えて - 未着手 

 ④授乳用スペースの確保 - 機会を捉えて - 未着手 

 ⑤視覚障がい者誘導用ブロックの設置 - 機会を捉えて - 未着手 

 ⑥筆談用具の設置 1個 短期 平成 29年度 実施済み 

 

足立保健所 

①障がい者用の駐車施設の設置 1か所 機会を捉えて 
検討中 
（更新後） 

継続（計画を一部変更して実施中） 

 ②介助等大型ベッドの設置 1か所 機会を捉えて 
検討中 
（更新後） 

継続（計画を一部変更して実施中） 

 ③筆談ボードの準備及び表示 4か所 短期 平成 30年度 実施済み 

 

足立福祉事務所 

①だれでもトイレの改善 2か所 機会を捉えて 大規模改修時 実施済み 

 ②授乳用スペースの確保 - 機会を捉えて 大規模改修時 実施済み 

 ③視覚障がい者誘導用ブロックの改善 2か所 短期 平成 29年度 実施済み 

 ④筆談用具がある旨の表示の設置 2か所 短期 平成 28年度 実施済み 
 
 
 
 

（6） その他の特定事業      

 整備対象 特定事業計画（H30）の事業内容 事業量 事業主体 目標時期 完了予定  R6末までの実施状況（見込み） 

 

バス停留所 

①バス停に上屋を設置 

重点整備 

地区内 

東京都交通局

都営バス 

機会を捉えて 検討中 
継続（概ね計画通り実施中） 

※ 設置状況 ９か所 

 ②バス停にベンチを設置 機会を捉えて 検討中 
継続（概ね計画通り実施中） 

※ 設置状況 ８か所 

 ③バス停の案内表示の改善 機会を捉えて 継続 
継続（概ね計画通り実施中） 

※ 設置状況 ８か所 
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５ 個別の特定事業計画（令和７年３月更新） 

（１）公共交通特定事業 

 

整備対象 梅島駅 事業主体 東武鉄道株式会社 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ホームドアの設置 １式 ５２２百万円 令和２年度 令和６年度 

     

資金調達の方法 自治体・国の補助を活用して実施。 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・実施状況報告・・・ 

 

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ▪ホーム柵基礎ベース設置        ▪ホーム柵本体据付 

  

可動式ホーム柵設置箇所 

固定柵設置箇所(設置箇所) 

階段 

西新井 方→ 

１番線 

２番線 

←五反野 方 

EV 
エスカレーター 

エスカレーター 

階段 
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整備対象 五反野駅 事業主体 東武鉄道株式会社 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ホームドアの設置 １式 ６３７百万円 令和２年度 令和５年度 

     

     

資金調達の方法 自治体・国の補助を活用して実施。 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・実施状況報告・・・ 

 

    

  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ホーム柵基礎ベース設置             ▪ホーム柵本体据付 

  

EV 

 

階段 

梅島 方→ 

１番線 

←小菅 方 

エスカレーター 
階段 

２番線 

可動式ホーム柵設置箇所 

固定柵設置箇所(設置箇所) 
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（２）道路特定事業 

 

整備対象 国道４号 事業主体 国土交通省 

事業区間・延長 
始点：梅田７丁目交差点 

            ～ 終点：梅島２丁目交差点 
延長：約９００ｍ 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア．歩道の段差・勾配の改善 
９００m 着手済 継続 

イ．歩行空間の平坦性の確保 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

実施予定期間（完了時期）については、関係機関との協議状況等

により未定である。 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

 段差・勾配の改善 

 平坦性の確保 

  

事業区間：延長約９００m 
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整備対象 環七通り（都道３１８号線） 事業主体 東京都（第六建設事務所） 

事業区間・延長 始点：島根交差点 ～ 終点：東栗原町交差点 延長：約１１５０ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア．歩道の段差・勾配の改善 ７箇所  令和９年度 

イ．視覚障害者誘導用ブロックの設置 ３２箇所  令和９年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

※電線共同溝整備の一環として歩道復旧の際に視覚障害者誘導用

部ブロック設置など安全で快適な歩行空間確保に取組んでい

く。 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 
 

段差・勾配の改善 

● 視覚障害者誘導用ブロックの設置 

 

 

  

事業区間：延長約１１５０ｍ 
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整備対象 区道足立３１号線 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業区間・延長 始点：梅島１-１４先 ～ 終点：梅島１-２先 延長：約５３０ｍ 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア 歩道の段差・勾配の改善 ２９箇所 平成３１年度 令和２年度 

イ 視覚障害者誘導用ブロックの設置 ６５０ｍ 平成３１年度 令和２年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

 段差・勾配の改善 

 
視覚障害者誘導用 

ブロックの設置 

事業区間：延長約５３０m 

第四中 
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・・・実施状況報告・・・ 

 

 

ア．歩道の段差等の解消（ユニバーサルデザイン歩行者用ブロックの設置） 

＜改善前＞                 ＜改善後＞ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善前＞                 ＜改善後＞ 
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イ 視覚障がい者誘導用ブロック（シート）の設置 

＜改善前＞                  ＜改善後＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善前＞                  ＜改善後＞ 
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整備対象 区道足立３６号線 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業区間・延長 
始点：中央本町１-１７先～終点：中央本町４-５

先 
延長：約１２０ｍ 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置 １２０ｍ 平成２９年度 平成２９年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・実施状況報告・・・ 

 

 【誘導用ブロック整備状況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業区間：延長約１２０m 

足立区役所 

中央本町アパート 
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整備対象 区道五反野１６８号線 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業区間・延長 始点：中央本町１—１１～中央本町１—１３ 延長：約２００ｍ 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア 視覚障がい者誘導用ブロックの設置 ２２０ｍ 令和５年度 令和５年度 

イ 歩道の段差・勾配の改善 ９箇所 令和５年度 令和５年度 

    

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

 
視覚障がい者誘導用 

ブロックの設置 

 段差・勾配の改善 
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・・・実施状況報告・・・ 

 

ア 視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 歩道の段差・勾配の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、道路特定事業における「機会を捉えて」としている他路線については、計

画時期が決まり次第、作成していく予定である。 

  

 

 

 

全景 近景 

視覚障がい者誘導用ブロックが 

マンホールなどで途切れないよう 

占用企業者と調整して施工 

医師会館前 
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整備対象 花畑大橋通り（補助２５６号線） 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業区間・延長 始点：四家交差点 ～ 終点：環状７号線 延長：約８４０ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 用地測量 ８４０ｍ 平成２９年度 平成３０年度 

イ 用地取得 ６３６６.１２㎡ 令和２年度 令和６年度 

ウ 道路整備（両側歩道３ｍ、車道９ｍ） ８４０ｍ 令和８年度 令和１５年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

・・・実施状況報告・・・ 

【用地買収前】                  【用地買収後】 

 

 

 

 

 

 

 

※ 位置図「歩道拡幅施工箇所」の写真 

  

事業区間 延長約=８４０ｍ 幅員１５ｍ 四 

家 
環
７ 
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（３）交通安全特定事業 
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整備対象 区役所周辺地区 事業主体 東京都公安委員会（警視庁） 

事業区間・延長 下記の通り － 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 信号機の改良（音響機能の整備） ４路線 平成３０年度 令和８年度 

イ 横断歩道の整備 ６路線 平成３０年度 令和８年度 

ウ 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 全路線共通 平成３０年度 令和８年度 

エ 違法駐車行為の防止のための事業 全路線共通 平成３０年度 令和８年度 

事業実施位置図、写真等 

 

＜凡例＞ 

   ：重点整備地区 

：道路の区間（生活関連経路） 
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実施状況報告 

 

ア 信号機の改良（音響機能の整備） 

令和５年度：なし  

令和６年度：なし 

※ 令和４年度までに３路線７交差点で整備完了 

 

イ 横断歩道の整備 

  令和４年度末までに整備完了 
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（４）都市公園特定事業 

 

整備対象 ベルモント公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア トイレ改修（オストメイト、誘導等） ２か所 平成３０年度 平成３１年度 

イ 出入口の改修 ７か所 平成３０年度 平成３１年度 

ウ 園路と広場の段差解消 １式 平成３０年度 平成３１年度 

エ 水飲み取替え １か所 平成３０年度 平成３１年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

陳列館のバリアフリー化等は、大規模修繕時に実施する。 

事業実施位置図、写真等 

 

  

トイレ改修 

・オストメイト設置 

 （南側のみ） 

・出入口からの誘導等 

出入口改修 

水飲み取替
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整備対象 青井ふれあい公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア トイレ改修（オストメイト、誘導等） １か所 平成３０年度 令和２年度 

ウ 出入口改修 ４か所 平成３０年度 令和２年度 

エ 階段誘導ブロック等設置 ５か所 平成３０年度 令和２年度 

オ 園路手摺設置 ２か所 平成３０年度 令和２年度 

カ スロープ改修 １か所 平成３０年度 令和２年度 

キ ベンチ改修 １式 平成３０年度 令和２年度 

ク 水飲み取替え １基 平成３０年度 令和２年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

  

トイレ改修 

・オストメイト設置 

・出入口からの誘導等 

出入口改修 

水飲み取替え 

スロープ改修 

手摺設置 

階段誘導

ブロック

設置 
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整備対象 梅島公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施期間 

着 手 完 了 

ア トイレ改修（オストメイト、誘導等）  １か所 平成３０年度 平成３１年度 

イ 出入口改修 ３か所 平成３０年度 平成３１年度 

ウ ベンチ取替え １式 平成３０年度 平成３１年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

  

トイレ改修 

・オストメイト設置 

・出入口からの段差解消、 

 誘導等 

出入口改修 
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（５）建築物特定事業 

 

整備対象 足立区役所 事業主体 足立区（交通対策課・庁舎管理課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ア バス乗り場及びタクシー乗り場の

案内の改善 
１基 

１５００

千円 
令和２年度 令和２年度 

イ タクシー乗り場の段差の解消 １か所 １３０万円 平成３０年度 平成３０年度 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

バス事業者との調整 

〇事業実施位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

対象箇所 
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・・・実施状況報告・・・ 

 

 

 

 

 

 

ア．タクシー乗り場の案内の改善 

＜改善前＞                ＜改善後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．タクシー乗り場の段差の解消 

＜改善前＞                ＜改善後＞ 
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整備対象 本庁舎 事業主体 庁舎管理課 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア タクシー乗り場の段差の解消 １か所 １３０万円 平成３０年度 平成３１年度 

イ 障がい者等用の駐車スペースの改

善 
１か所 ５４万円 平成２９年度 平成２９年度 

ウ ロータリー前のだれでもトイレの

改善 
１か所 ２００万円 平成２９年度 平成３０年度 

エ ロータリー前のトイレへの触知案

内図等の設置 
１か所 未定 令和６年度 令和７年度 

オ 視覚障害者用誘導ブロックの改善 ３か所 ５００万円 平成２９年度 平成３０年度 

資金調達の方法 経常的な修繕経費及び大規模改修時における修繕費用として調達 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

サインについては、各乗り物事業者と調整して改修を行う。 

事業実施位置図、写真等 

 

視覚障害者誘導用ブロック改善位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

誘導用ブロック改修場所 

 区道－足立福祉事務所接続↑ 
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整備対象 エル・ソフィア 事業主体 足立区（生涯学習支援課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 敷地内通路等の通行動線上にある

溝蓋の改善 
３箇所 １５千円 平成２９年度 平成２９年度 

イ 洋式トイレの増設 １６基 ２,８２０千円 平成２９年度 令和６年度 

ウ だれでもトイレの改善 １箇所 １２０千円 未定 未定 

エ オストメイト対応トイレの設置 １基 ９５０千円 未定 未定 

オ トイレ内への折りたたみ式大型ベ

ッドの設置 
１台 ６３１千円 未定 未定 

カ トイレへの触知案内図等の設置 ４箇所 未定 未定 未定 

キ 視覚障害者誘導用ブロックの設置 ３３m ７８０千円 未定 未定 

資金調達の方法  経常的な修繕経費及び大規模改修時における修繕費用として調達 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

他センターにおいても同様にバリアフリーのための整備を実施し

ていく必要がある 

事業実施位置図、写真等 

 

エル・ソフィア１階平面図 
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・・・実施状況報告・・・ 

ア 敷地内通路等の通行動線上にある溝蓋の改善 

 

  ＜改善前＞                   ＜改善後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 洋式トイレの増設 

 

  ＜改善前＞                   ＜改善後＞ 
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整備対象 中央本町地域学習センター 事業主体 足立区（生涯学習支援課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置 ４.５ｍ １４万円 令和６年度 令和６年度 

イ 受付の案内サインの改善 未定 未定 平成３１年度 平成３１年度 

ウ 筆談用具の準備とその表示の設置 １か所 － 平成２９年度 平成２９年度 

資金調達の方法 経常的な修繕経費及び大規模改修時における修繕費用として調達 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

他センターにおいても同様にバリアフリーのための整備を実施し

ていく必要がある 

事業実施位置図、写真等 

 

【現況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導用ブロック設置平面図（中央本町地域学習センター１階） 
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・・・実施状況報告・・・ 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置 

 

 

                    

                    

                    

                   

                        

                       

                      

                   

                   

                                 

                  

                        

                     

イ 受付の案内サインの改善 

 

 

                   

                   

                   

                   

  

 

 

 

 

                  

   

                   

 

ウ 筆談用具の準備とその表示の設置 
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整備対象 中央本町住区センター 事業主体 足立区（住区推進課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア だれでもトイレの設置 １か所  大規模改修時 令和６年度 

イ 授乳・おむつ交換スペースの確保 ４か所  大規模改修時 令和６年度 

ウ 筆談用具の設置 １個 ２千円 平成２９年度 平成２９年度 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

ア だれでもトイレの設置 

だれでもトイレの設置については、大規模改

修時の検討事項となる。また、当該住区につい

ては隣接する、地域学習センターのだれでもト

イレも利用可能。ただし、一旦外にでる必要が

ある。 

                     

   

 

 

 

                           

イ 授乳・おむつ交換スペースの確保 

ベビーベッドについては、設置済み。授乳スペ

ースについては、専用の場所がないため、空い

た部屋等を利用してもらっているとのこと。 

大規模改修時の検討事項。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 筆談用具の設置 

事務所受付に筆談用具を設置する。 

 

 

 

 

 

トイレのベビーベッド 

地域学習センターのだれでもトイレ 
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・・・実施状況報告・・・ 

 

ア だれでもトイレの設置 

だれでもトイレについては、大規模改修時に設置済み。 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

イ 授乳・おむつ交換スペースの確保 

大規模改修工事に伴い、ベビーベッドを２か所、多目的ベッドを１か所設置した。また、 

授乳スペースを新設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ウ 筆談用具の設置 

事務所受付に筆談用具を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授乳スペース 多目的ベッド 

だれでもトイレ 

ベビーベッド 
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整備対象 栗島住区センター 事業主体 足立区（住区推進課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置   平成２８年度 平成２８年度 

イ 筆談用具の設置 １個 ２千円 平成２９年度 平成２９年度 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置 

前回調査後、住宅課と相談し、誘導用ブロックを

追加設置し、受付窓口まで繋げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 筆談用具の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外構から受付への誘導ブロック
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整備対象 梅島住区センター 事業主体 足立区（住区推進課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 出入り口部の段差の解消  未定 大規模改修時 ― 

イ エレベーターの設置  未定 大規模改修時 ― 

ウ だれでもトイレの設置  未定 大規模改修時 ― 

エ 授乳用スペースの確保  未定 大規模改修時 ― 

オ 視覚障害者誘導用ブロックの設置  未定 大規模改修時 ― 

カ 筆談用具の設置 １個 ２千円 平成２９年度 平成２９年度 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

ア 出入り口部の段差の解消 

大規模改修時に行うものとする。 

 

 

イ エレベーターの設置 

大規模改修時の検討事項。 

 

 

ウ だれでもトイレの設置 

大規模改修時の検討事項 

 

 

エ 授乳用スペースの確保 

大規模改修時に行うものとする。 

 

 

オ 視覚障害者誘導用ブロックの設置 

大規模改修時に行うものとする。 

 

 

カ 筆談用具の設置 

事務所受付に、筆談用具を設置する。 
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整備対象 梅田図書館 事業主体 足立区（中央図書館） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 新築・解体設計委託 １館 未定 未定 未定 

イ 解体工事 １館 未定 未定 未定 

ウ 新築工事 １館 未定 未定 未定 

資金調達の方法 未定 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

建設の時期については、西新井・梅島エリアデザインの中で方針が

決定される予定。 

事業実施位置図、写真等 
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整備対象 足立保健所 事業主体 足立区（生活衛生課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 障がい者用の駐車施設の設置 １箇所 ６００千円 検討中 検討中 

イ 介助等大型ベッドの設置 １箇所 １５０千円 検討中 検討中 

ウ 筆談ボードの準備及び表示 ４箇所 ４０千円 平成３０年度 平成３０年度 

資金調達の方法 主に施設管理事業費から（主管課契約） 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

保健衛生施設であるが、障がい者の来所も多いため、設置にあたっ

ては福祉関係所属等の意見も取り入れる。 

事業実施位置図、写真等 

 

ア 障がい者用駐車施設 

敷地北側にある駐車場の一部を改修し、障がい者用

駐車施設のスペースを設ける。 

なお、具体的な位置については、段差の存在のほか、

一般スペースであっても斜め置きしなければならな

い様な狭小な敷地しかないため、予算以外の課題も多

い。 

 

 

イ 介助等大型ベッド 

介助による着替えやおむつの交換等ができる大型ベッドは、トイレが二つあり、来客の多

い一階を候補とした。その中で、１「トイレ近く利便性が良い」、２「消防法、建基法、シ

ャッターやドアに触れない」場所として、図のように西側トイレ付近候補として挙げられ

る。 

 

右の図の点線の

範囲のうち、事業や

トイレの使用の妨

げにならない場所

とするが、事業ごと

に物品や机等の移

動があるため、詳細

な位置の確定まで

は至らない。 
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なお、大人用の介助等大型ベッドの仕

様は概ね１５０×２００ｃｍのものを

想定している。仕切り（目隠し）も必要

と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 筆談ボード 

当施設の窓口は３つあり、「１階、総合支援課窓口」、「２階、生活衛生課窓口」、「２階、

中央本町保健地域・総合支援課窓口」である。「１階、総合支援課窓口」は来客が多いため

２つ設置し、その他はそれぞれ１つ設置する。 

 

 前ページ１階図面と

本ページ２階図面にお

いて、「〇」で示した場

所が筆談ボード候補場

所である。 

 

 

 

 

 

 

  

大人用のベッドの例 
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整備対象 足立福祉事務所 事業主体 足立区（生活支援推進課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施期間 

着 手 完 了 

ア だれでもトイレの改善 ２箇所  大規模改修時に対応 

イ 授乳用スペースの確保   大規模改修時に対応 

ウ 視覚障害者誘導用ブロックの改善 ２箇所 ２３万円 平成２９年度 平成２９年度 

エ 筆談用具がある旨の表示の設置 ２箇所 費用無し 平成２８年度 平成２８年度 

資金調達の方法 福祉事務所の運営事務・福祉事務所施設維持補修事務 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

福祉事務所の性質上、人的対応とどちらが望ましいか考慮する。 

事業実施位置図、写真等 

 
ア だれでもトイレの改善 
 だれでもトイレについては、自動扉となっていないが、利用者が利用する際は、窓
口職員が介助するなど対応している。 

      【実施前】                 【実施後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 授乳用スペースの確保 

オムツ替えの台はだれでもトイレ内に各階１箇所ずつ設置している。 

授乳スペースは各階でのスペース確保が難しい事やこれまでの利用頻度を考慮し、足立福

祉事務所全体での利用として２階に設置した。  

     【改善前】                  【改善後】 
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ウ 視覚障害者誘導用ブロックの改善（写真２枚目） 
足立福祉事務所２階３階の受付カウンター前の視覚

障害者誘導用ブロックが短かったため、ブロックをカ
ウンターの直前まで延長した。 
 
 
 

 

 

 

 

エ 筆談用具がある旨の表示の設置（写真３枚目） 
筆談ボードを見えるところ置いていなかったため、

お客様の目に留まりやすくなるよう、カウンターに常
時設置し、案内文も用意した。 
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（６）その他の事業 

 

整備対象 バス停留所 事業主体 東京都交通局（都営バス） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア バス停に上屋を設置 

地区内 

－ 検討中 検討中 

イ バス停にベンチを設置 － 検討中 検討中 

ウ バス停の案内表示の改善 － 継続 継続 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

ア バス停に上屋を設置 
設置可能な停留所の中から、ご利用状況等を勘案し順次設置を進めております。 

エリア内設置状況 上屋： ９か所 （令和６年度末現在） 

 

イ バス停にベンチを設置 
設置可能な停留所の中から、ご利用状況等を勘案し順次設置を進めております。 

エリア内設置状況 ベンチ：８か所 （令和６年度末現在） 

 

ウ バス停の案内表示の改善 
 限られたスペースの中ではございますが、引き続き改善に向けて取り組んでいきます。 

エリア内設置状況 接近表示装置： ８か所 （令和６年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上屋・ベンチ・案内表示   上屋・ベンチ 

   上屋・案内表示        案内表示 
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資 料 
 

 

足立区バリアフリー地区別計画における

「教育啓発特定事業」について 

（バリアフリー法改正後・区内の取組） 
 

  



48 

 

教育啓発特定事業計画 

対象 
重点整備地区を含む 

区内全域 
事業主体 足立区 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

小学校におけるユニバーサルデザイン

出張講座 
― ― 着手済み 継続 

「合理的配慮の提供」の義務化やそれ

に伴う適切な行動に関する周知と情報

発信 

― ― 令和６年度 継続 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

（ア）ユニバーサルデザイン出張講座 

「ユニバーサルデザインのまちを作るには、施設整備と同時に、気づかいや手伝いを

行う“こころづかい”も重要である」ことに力点を置いた講座である。 

 

① 全編を通して児童に問いかける形式をとり各自の考察を促す内容（１コマ４５分間） 

② ワークシート「ユニバーサルデザインを探そう（駅・ショッピングセンター）」を使用し、

各自（含むグループワーク）で探し発表させる。 

③ ＵＤ啓発パンフレット「あだちのユニバーサルデザイン」の配布 

④ 授業後のアンケートを集計し、結果を次回以降の講座に反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）ＳＮＳなどによる情報発信・周知啓発 

区民及び事業者に対し、「合理的配慮の提供」の義務化やそれに伴う行動（対話・心づ

かい等）の周知等の活動を行う。 

 

① 障害者差別解消法において、事業者による「合理的配慮の提供」が義務づけられた。 

② 区民（利用者）も事業者も制度を理解し、できる限り事業者と障がい者の両者で話し合

いを持つことが重要であることを啓発する。 

③ 一定規模以上の公共交通事業者等は、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード・ソフ

ト両面の取組に関する「移動等円滑化取組報告書」の公表が義務づけられている。 

④ 接遇研修などのソフト面における事業者の取組を区からも紹介するなど、意識向上に努

めていく。 
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資 料 
 

 

足立区バリアフリー地区別計画 

（区役所周辺地区編） 

 

一部抜粋 
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１ 地区別計画（区役所周辺地区編）の概要 

 

（１）区役所周辺地区の区域 

下記の区域を区役所周辺地区の区域とする。 

 

 

区域面積 ： 約 １４６．０ｈａ 
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（２）生活関連経路 

 

区役所周辺地区の生活関連経路の一覧 

番号 路線名 施設管理者 延長（ｍ） 

１ 国道４号 国土交通省 ９７０ 

２ 都道３１８号線（環七通り） 東京都 １,２３０ 

３ 梅島１５１ 足立区 ３０ 

４ 梅島１８３ 足立区 １７０ 

５ 梅島３６２ 足立区 ５０ 

６ 五反野３５０ 足立区 ９０ 

７ 足立３６ 足立区 １,１６０ 

８ 五反野１３４ 足立区 ８０ 

９ 五反野１６８ 足立区 ２００ 

１０ 五反野１１１ 足立区 １００ 

１１ 足立３７ 足立区 ５４０ 

１２ 梅島３７０ 足立区 ８８０ 

１３ 足立３１ 足立区 ５７０ 

１４ 梅島２２４ 足立区 ３６０ 

１５ 梅島２３５ 足立区 ３１０ 

１６ 足立３５ 足立区 ２９０ 

１７ 梅島２７９ 足立区 ２０ 

１８ 東武線下通路 足立区 ３９０ 

１９ 環七南通り（補助第１３８号） 東京都 ６３０ 

２０ 花畑大橋通り（補助第２５６号） 足立区 ８７０ 

 合計  ８,９４０ 
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（３）生活関連施設 

区役所周辺地区の生活関連施設の一覧 

種 類 名 称 

公共交通 特定旅客施設 
梅島駅 

五反野駅 

公 園 都市公園 

○ベルモント公園 

○中央公園 

○青井ふれあい公園 

○梅島公園 

建築物 

公共施設 

○足立区役所 

○足立区役所別館 

○エル・ソフィア※１ 

文化・スポーツ施設 

○中央本町地域学習センター※２ 

○中央本町住区センター 

○栗島住区センター 

○梅島住区センター 

○梅田図書館※３ 

保健・福祉施設 
○足立保健所 

○足立福祉事務所 

医療機関 

足立東部病院 

苑風会病院 

足立区医師会館休日応急診療所 

商業施設 

ニトリ梅島ショッピングセンター 

ＭＥＧＡドン・キホーテ環七梅島店 

スーパーベルクス足立中央店 

東武ストア梅島店 

ココスナカムラ梅島店 

サミットストア五反野店 

金融機関 

りそな銀行西新井支店 

三井住友銀行五反野支店 

城北信用金庫梅島支店 

足立成和信用金庫中央支店 

あすか信用組合足立支店 

ＪＡ東京スマイル足立支店 

※１：エル・ソフィア内には、梅田区民事務所、男女参画プラザ、消費者センター、梅田地域学習

センター、梅田地域体育館がある。 

※２：中央本町地域学習センター内には、やよい図書館、中央本町地域体育館がある。 

※３：梅田図書館と同じ建物内には、ＮＰＯ活動支援センターがある。 

  

○：区の施設 
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２ 特定事業 

（１）公共交通特定事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

梅島駅 ①ホームドア等の設置 東武鉄道 

株式会社 

  ○ 

五反野駅 ①ホームドア等の設置   ○ 

 

 

（２）道路特定事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

国道４号 
①歩道の段差・勾配の改善 

国土交通省 
○   

②歩行空間の平坦性の確保 ○ ○  

環七通り 
①歩道の段差・勾配の改善 

東京都 
 ○  

②視覚障害者誘導用ブロックの設置  ○  

五反野３５０号 
①歩道の段差・勾配の改善 

足立区 

  ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

足立３６号 
①歩道等の段差・勾配の改善   ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

五反野１６８号 
①歩道の段差・勾配の改善   ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

五反野１１１号 
①歩道の段差・勾配の改善   ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

足立３７号 
①通行動線上にある雨水ますの蓋の改善   ○ 

②無電柱化の推進   ○ 

梅島３７０号 

①歩道の段差・勾配の改善   ○ 

②歩行空間の平坦性の確保   ○ 

③マンホール部の路面の改善   ○ 

④車止めの改善   ○ 

足立３１号 
①歩道の段差・勾配の改善 ○ ○  

②視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○ ○  

梅島２２４号 ①歩道の縦断勾配の改善   ○ 

梅島２３５号 
①歩道の段差・勾配の改善   ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

足立３５号 
①歩道の段差・勾配の改善   ○ 

②視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

環七南通り 
①都市計画道路補助１３８号線（中央本

町一丁目～青井二丁目）の整備 
東京都    

花畑大橋通り 
①都市計画道路補助２５６号線（環七通

り～補助１３８号線）の整備 
足立区    

※平成２８年度から平成３７年度までの期間で優先的に整備する路線 
 

事業実施中 

優先整備路線※ 
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（３）交通安全特定事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
実施時期 機会を

捉えて 短期 長期 

重点整備 

地区内 

①信号機の改良（音響機能・歩行者用青時間

延長機能の整備、ＬＥＤ化） 

東京都 

公安委員会 

  
 

○ ○ 

②エスコートゾーンの整備 
  

 
○ ○ 

③標識、標示の高輝度化 
 

○ 
 

○  

④違法駐車車両の指導取締り等 
 

○ 
 

○  

※別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照 

 

 

 

（４）都市公園特定事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

ベルモント 

公園 

①展示棟階段の段鼻の視認性の改善 

足立区 

○   

②オストメイト対応トイレの設置 ○   

③トイレ内へのベビーチェアの設置   ○ 

④視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○   

青井ふれ 

あい公園 

①園路の平坦性の確保 ○   

②オストメイト対応トイレの設置 ○   

③視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○   

梅島公園 

①トイレ前の段差の解消 

足立区 

○   

②オストメイト対応トイレの設置 ○   

③視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○   

 

  

順次 

必要に応じて実施 

順次 

順次 
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（５）建築物特定事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

足立区役所 

①バス乗り場及びタクシー乗り場の案内の

改善 

足立区 

○   

②タクシー乗り場の段差の解消   ○ 

③障がい者等用の駐車スペースの改善 ○   

④だれでもトイレの改善 ○   

⑤トイレへの触知案内図等の設置   ○ 

⑥視覚障害者誘導用ブロックの改善 ○   

⑦案内サインの改善 ○   

エル・ 

ソフィア 

①敷地内通路等の通行動線上にある溝蓋の

改善 
○   

②洋式トイレの増設   ○ 

③だれでもトイレの改善   ○ 

④オストメイト対応トイレの設置   ○ 

⑤トイレ内への折りたたみ式大型ベッドの

設置 
  ○ 

⑥トイレへの触知案内図等の設置   ○ 

⑦視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

中央本町地 

域学習セン 

ター 

①車椅子使用者に対応したカウンターの設置   ○ 

②だれでもトイレの改善   ○ 

③オストメイト対応トイレの設置   ○ 

④授乳やおむつ交換ができるスペースの確保   ○ 

⑤視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

⑥受付の案内サインの改善 ○   

⑦筆談用具の準備とその表示の設置 ○   
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（建築物特定事業のつづき） 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

中央本町住 

区センター 

①だれでもトイレの設置 

足立区 

  ○ 

②授乳やおむつ交換ができるスペースの確保   ○ 

③筆談用具の準備とその表示の設置 ○   

栗島住区 

センター 

①視覚障害者誘導用ブロックの設置 ○   

②筆談用具の準備とその表示の設置 ○   

梅島住区 

センター 

①出入口部の段差の解消   ○ 

②エレベーターの設置   ○ 

③だれでもトイレの設置   ○ 

④授乳用スペースの確保   ○ 

⑤視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

⑥筆談用具の準備とその表示の設置 ○   

梅田図書館 

①エレベーターの改善   ○ 

②洋式トイレの増設   ○ 

③だれでもトイレの改善   ○ 

④オストメイト対応トイレの設置   ○ 

⑤トイレ内への折りたたみ式大型ベッドの

設置 
  ○ 

⑥視覚障害者誘導用ブロックの設置   ○ 

足立保健所 

①障がい者等用の駐車スペースの設置   ○ 

②トイレ内への折りたたみ式大型ベッドの

設置 
  ○ 

③筆談用具の準備とその表示の設置 ○   

足立福祉 

事務所 

①だれでもトイレの改善   ○ 

②授乳用スペースの確保   ○ 

③視覚障害者誘導用ブロックの改善 ○   

④筆談用具がある旨の表示の設置 ○   
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（６）その他の事業 

整備対象 事業内容 事業主体 
目標時期 機会を

捉えて 短期 長期 

バス停 

①バス停への上屋の設置 バス事業者 

道路管理者 

  ○ 

②バス停へのベンチの設置   ○ 

③バス停の案内表示の改善 バス事業者   ○ 

重点整備 

地区内 

①歩道等の不法占用に対する移動・撤去等

の指導実施 
道路管理者    

②自転車利用のルールとマナーに関する

広報活動及び啓発活動の実施 

足立区 

警視庁 
   

③医療機関、商業施設、金融機関などの施

設管理者等に対するバリアフリー化への

協力呼びかけの実施 

足立区    

④職員・従業員等に対する接遇・介助に関

わる教育の実施 

足立区 

各事業者 
   

⑤区民の理解を深めるための啓発活動の

実施 
足立区    

 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 


